
令和３年４月農業委員会議事録 

 

 

開 催 日 時：令和３年４月１２日（月） 午前９時３０分 

 

開 催 場 所：嘉島町役場 ３階中会議室 

 

農業委員出席者：下田司、髙木勝美、岡牧生、林田篤、本田博士、山内秀一、森下文夫、 

森田義美、吉田二郎、友田廣、岩永俊夫、村上卓也、榮恵、松永雄治、 

佐藤美代子、福永哲夫、齊藤進 

 

事務局出席者：藤本賢二、河原まり、永山栞 

 

 

１．開   会：藤本事務局長 

 

２．会 長 挨 拶：下田会長 

 

３．議事録署名人指名：下田議長 

        議事録署名人として、髙木勝美委員、岡牧生委員を指名する。 

 

４．議   事 

（１）報告第 １ 号 農地法第１８条の合意解約について 

（２）議案第 １ 号 農地法第３条の許可申請について 

（３）議案第 ２ 号 農地法第５条の許可申請について 

（４）議案第 ３ 号 農用地利用集積計画承認申請について 

（５）議案第 ４ 号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

（６）その他 

 

５．閉   会 

 



○報告第１号 農地法第１８条の合意解約について 

（議  長）それでは議事に入らせていただきます。報告第１号農地法第１８条第６項に

よる通知が２件ございます。事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。資料は１ページからになります。２件について申請番号の順にご報告

いたします。申請番号１番。所在は下六嘉。農振農用地内の田が８筆。合計

面積が１１，７３０㎡となっております。貸付人と借受人については記載の

とおりです。解約事由につきましては、売買による合意解約です。解約の  

申入日が令和３年３月２４日。成立日、引渡日、通知日については令和３年

３月２５日となっております。続きまして、申請番号２番です。所在は井寺

地区で農振農用地内の田が１筆。面積は２，９０３㎡となっております。  

貸付人と借受人は記載のとおりです。解約事由は、売買による合意解約です。

解約申入日は令和３年３月２４日。成立日、引渡日、通知日については令和

３年３月２５日となっております。事務局からは以上でございます。 

（議  長）ただいま事務局より説明がありました案件は、売買による合意解約です。  

報告のみで終わらせていただきます。 

 

○議案第１号 農地法第３条の許可申請について 

（議  長）続きまして、議案第１号農地法第３条の許可申請が２件ございます。事務局

の説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。資料は３ページになります。農地法第３条の許可申請２件について、

ご説明いたします。申請番号１番。所有権移転の案件です。所在は井寺地区。

農振農用地内の田が２筆。合計面積は５，８５５㎡です。譲渡人と譲受人に

ついては記載のとおりです。申請事由につきましては、売買による権利の  

移動となっております。売買価格は合計で６，０００，０００円となって  

おります。４ページに申請地の位置図を載せております。５ページを開けて

いただきたいと思います。検討事項になります。地元農業委員の調査確認書

に沿って①番から④番の検討事項についてご説明いたします。確認事項①、

全部効率利用要件になります。農地の取得後に農地を効率的に利用されるか

どうかの検討。併せて②番、農作業の従事要件になりますが、譲受人への  

確認調査と地元農業委員の調査から、現在も農機具を保有し、農業をされて

おります。当該農地を取得後も効率的に利用され農作業に従事されると判断

をしております。続きまして③番の下限面積５反要件になります。先ほどの

資料３ページでご説明しましたが、譲受人の経営面積が７，２９２㎡と   

なっております。５反要件を満たしており、特に問題がないと思われます。

続きまして、検討事項④番です。地域との調和要件になります。譲受人に  

おいては長年地元に住んでおられます。 



（事務局長）地元農業にも精通をされており周辺に影響が無いように耕作をされることを

確認しております。問題はないと思われます。また、その他の検討事項に  

ついても問題がないと判断しております。事務局からは以上でございます。 

（議  長）ただいま事務局から説明がございましたが、何かご意見ご質問はございま  

せんでしょうか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）何も無ければ、承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは承認とさせていただきます。続きまして、

申請番号２番について事務局より説明をお願いします。 

（事務局長）はい。資料は３ページにもどります。申請番号２番のご説明をいたします。

所有権移転の案件です。所在は下六嘉と鯰地区になります。農振農用地内の

田が１４筆で合計面積は２２，５０６㎡。譲渡人と譲受人については記載の

とおりです。申請事由は売買による所有権移転になります。価格は合計で  

３１，４１０，４００円となっております。６ページと８ページに各位置図

を添付しております。７ページを開けていただきたいと思います。検討事項

についてご説明いたします。７ページ及び９ページ、１０ページの確認事項

の①番から④番に沿って説明いたします。①番です。全部効率利用要件にな

ります。農地を取得後に農地を効率的に利用されるかどうか、併せて②番の

農作業の従事要件の検討に ついてになりますが、譲受人への確認及び地元

農業委員の調査により、機械及び労働力の確保も出来ており、当該農地を取

得後も農地を効率的に利用され、必要な農作業へ従事されると判断をしてお

ります。③番。下限面積５反要件についてになりますが、資料３ページの経

営面積において１２，５９８㎡となっております。問題はないと判断をして

おります。④番です。地域との調和要件の説明になります。譲受人は長年農

業に携わり農業に精通されています。今回参入される地域につきましては、

周辺に影響が無いように耕作されるということを本人から確認をいただいて

おります。特に問題はないと思われます。また、その他の確認事項について

も問題がないと判断しております。事務局からは以上でございます。 

（議  長）ただいま事務局から説明がございましたが、ご意見やご質問等はございま  

せんか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）無ければ、承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは承認とさせていただきます。 

 



○議案第２号 農地法第５条の許可申請について 

（議  長）続きまして、議案第２号農地法第５条の許可申請が３件ございます。事務局

から説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。資料は１１ページになります。農地法第５条の許可申請について申請

番号の順にご説明をいたします。申請番号１番。所有権移転の案件です。所在

は下六嘉。農振地域外の畑１筆。面積が３．２８㎡。譲渡人と譲受人について

は記載のとおりです。申請事由につきましては、個人住宅内の一部宅地への 

転用となっております。１３ページに申請地の位置図。１４ページに配置図と

排水計画図を添付しております。１５ページを開けていただくと始末書を添付

しております。今回、始末書のとおり農地と知らずに自己宅地として利用され

ていたとのことです。当時転用が出来ていなかった宅地の一部の転用について

ご審議をいただきたいと思います。事務局からは以上でございます。 

（議  長）続きまして、地元委員であります〇〇委員から報告をお願いいたします。 

（〇〇委員）はい。３月３１日に事務局と現地を確認しましたので、その状況をご報告  

します。申請地は、下六嘉集落内にある１０ｈａ未満の未整備農地であるた

め、農地区分としては第２種農地になると思われます。申請地は申請者住宅

敷地内の一部となっており、農地としての利用はされておりません。申請地

に隣接する農地はありませんので農地に支障は生じないと思われます。今回

追認案件として申請されており、周辺の土地利用の状況からも転用許可申請

は妥当なものと考えられます。委員の皆様の慎重なるご審議をよろしくお願

いし、地元委員の説明を終わります。 

（議  長）続きまして、検討事項について事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局長）資料は１６ページになります。検討事項についてご説明をいたします。まず、

検討事項①番になります。農地の区分と転用の目的になります。先ほど地元

委員からも説明がありましたとおり１０ｈａ未満の未整備農地であるため、

第２種農地と判断をしております。目的については住宅用地です。検討事項

④番。申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性についてになります。

始末書の添付、また現在も宅地の一部として使用されております。特に問題

がないと事務局では判断をしております。続きまして、⑦番⑧番、計画面積

の妥当性についてになります。先ほどご説明しました始末書のとおりですが、

現在も宅地一部としてすでに利用をされております。適当であると判断して

おります。⑨番、周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無になります。

先ほど〇〇委員からご説明がありましたとおり隣接する農地はございません

ので支障がないと事務局でも判断をしております。よって、総合的に判断を

した結果、本許可申請については許可相当と判断しております。事務局から

は以上でございます。 



（議  長）ただいま地元委員と事務局から説明が終わりましたが、何かご意見ご質問は

ございませんでしょうか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）何も無ければ承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。本案件は承認とさせていただきます。それでは、   

次の案件、申請番号２番について事務局より説明をお願いします。 

（事務局長）資料１１ページに戻っていただきたいと思います。申請番号の２番です。  

所有権移転になります。所在は上島地区。農振地域外の田が２筆で合計面積

は５８９㎡。譲渡人と譲受人は記載のとおりです。申請事由につきましては、

建築条件付売買予定地となっております。木造２階建て３棟の計画です。  

１７ページに申請地の位置図。１８ページをお願いします。土地利用計画の

平面図を添付しております。今回、嘉島町に永住を希望されている方々への

住宅の提供で３区画の計画となっております。３区画とも木造２階建てと 

なっております。給水方法は地下ボーリングになります。雨水処理について

はオーバーフロー分は、建物東側の町道内に側溝を整備し、水路へ放流する

計画です。生活雑排水と汚水は公共下水道へ接続し放流する計画です。事務

局からは以上でございます。 

（議  長）続きまして、地元委員からの報告です。３月３１日に事務局と現地を確認し

ましたのでその状況をご報告します。申請地は集落内にある１０ｈａ未満の

未整備農地であるため、農地区分としては第２種農地になると思われます。

申請地は北側と西側が農地と隣接していますが、農地に隣接する外周境界沿

いにブロック塀工事を行い建築物は境界より１．４ｍ離れて建築される計画

であり、また道路隅切りをされるということから、隣接する農地に支障は生

じないと思われます。建築条件付売買予定地ということですが、周辺の土地

利用の状況からも転用許可申請は妥当なものと考えられます。委員の皆様の

慎重なるご審議をよろしくお願いし地元委員の説明を終わります。続きまし

て、検討事項について、事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局長）資料は１９ページになります。許可申請に係る意見書の中央の検討事項に  

沿ってご説明をいたします。検討事項①番になります。農地の区分と転用の

目的です。先ほど地元委員からもご説明がありましたとおり１０ｈａの未満

の未整備農地であるため、第２種農地と判断をしております。目的は建築  

条件付売買予定地になります。検討事項②番、資力及び信用については   

申請時に資金計画書を提出いただいております。 

 

 



（事務局長）確認したところ特に問題はないと思われます。許可相当であると判断をして

おります。検討事項③番、転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の  

有無については、利用権を解除されております。問題はないと思われます。

④番、申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性になります。申請添付

資料にて事業計画書をいただいております。工事内容など事務局で確認し、

確実性があると判断をしております。⑤番、行政庁の免許、許可、認可等の

処分の見込みについて、都市計画課、建設課と事前に協議をされております。

許可後はスムーズに開発が行われると判断をしております。⑦番の計画面積

の妥当性についてになります。先ほど土地利用計画についてご説明をしまし

たとおり、建築基準など特に問題はなく、関係部署と協議もされております。

許可相当であると判断できます。⑨番最後になります。周辺の農地等に係る

営農条件への支障の有無についてになります。地元委員からも報告があり 

ましたとおり、農地の隣接境界にはブロック塀をされます。農業機械が入る

箇所には、道路に隅切りをされることなど対応をされる計画です。添付資料

にて、農地の所有者、耕作者からの同意書も添付されていることを事務局で

確認をしております。被害等が生じた場合は速やかに対処することも計画書

にて確認をしております。許可相当であると判断しております。よって、  

総合的に判断をした結果、本許可申請については、許可相当と判断しており

ます。事務局からは以上でございます。 

（議  長）ただいま地元委員と事務局から説明が終わりましたが、何かご意見ご質問は

ございませんでしょうか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）何も無ければ承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは本案件は承認とさせていただきます。続き

まして、申請番号３番について事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。資料は１２ページになります。申請番号３番になります。所有権移転

の案件となっております。所在は上島。農振地域外の畑が７筆で合計面積は

２０７．８４㎡となっております。譲渡人と譲受人については記載のとおり

です。申請事由につきましては、個人住宅の木造平屋建て建設に伴う転用と

なっております。２０ページに申請地の位置図。２１ページに土地利用計画

平面図・造成計画平面図を添付しております。まず申請地は住環境の整った

地域であり他の用地も検討したが適地がなくこの用地になったとのことです。

木造平屋建ての個人住宅で給水は井戸ボーリング。雨水は自然浸透及び住宅

西側に集水し水路へ放流。雑排水と汚水は公共下水道に接続放流の計画です。

町建設課との町道協議も済んでいるようです。事務局からは以上です。 



（議  長）続きまして、地元委員からの報告です。３月３１日に事務局と現地を確認し

ましたので、その状況をご報告します。申請地は上島集落内にある１０ｈａ

未満の未整備農地であるため、農地区分としては第２種農地になると思われ

ます。申請地の住宅建築予定地部分は以前住宅があったところで、農地とし

ての利用はされておりません。申請地内の西側の部分は、隣接する町道を拡

張される計画とのことです。申請地も隣接農地も、現在休耕地となっており、

隣接する農地に支障は生じないと思われます。個人住宅ということですが、

周辺の土地利用の状況からも転用許可申請は妥当なものと考えられます。委

員の皆様の慎重なるご審議をお願いし、地元委員の説明を終わります。続き

まして、検討事項について事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局長）資料は２２ページになります。様式中央の検討事項に沿って説明をいたしま

す。まず、検討事項①番になります。農地の区分と転用の目的です。先ほど

地元委員からも説明がありましたとおり１０ｈａ未満の未整備農地であるた

め、農地区分は第２種農地と判断をしております。目的は個人住宅です。検

討事項②番。資力及び信用についてになります。これについては、資金の計

画書、また融資証明書により事務局で確認をしております。許可相当と判断

をしております。④番、申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性にな

ります。申請時の添付資料にて事業計画書をいただいております。工事内容

など事務局で確認し確実性があると判断をしております。⑤番、行政庁の許

可、認可については、都市計画法第３２条の申請など都市計画課、また建設

課等との協議もされており、確実性があると思われます。⑦番、計画面積の

妥当性についてになりますが、先ほどの２１ページの土地利用計画平面図に

おいて、説明したとおり、計画の妥当性については、問題はなく許可相当で

あると思われます。最後になります。⑨番、周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障になります。周辺農地は遊休農地とのことです。営農上、支障はない

と思われます。また、問題等生じた場合は申請者において適正に対処するこ

とを計画書にて確認をしております。特に問題はなく、許可相当と判断をし

ております。よって、総合的に判断した結果、本申請は許可相当と思われま

す。事務局からは以上でございます。 

（議  長）ただいま地元委員と事務局から説明が終わりましたが、何かご意見ご質問は

ございませんでしょうか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）何も無ければ承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは本案件は承認とさせていただきます。 

 



○議案第３号 農用地利用集積計画承認申請について 

（議  長）続きまして、議案第３号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地

利用の集積計画の承認申請が１２件ございます。このうち、□□委員の案件

が２件、◇◇委員の案件が２件ありますので、先に審議をいたします。まず、

□□委員の案件２件から審議しますので、□□委員の退室をお願いします。 

      （□□委員退室） 

      それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。まずは□□委員の案件からご説明いたします。資料は２３ページ。   

申請番号１番からご説明をいたします。申請番号１番。所在は下六嘉。農振

農用地内の田が１２筆と畑が１筆。農振地域外の畑が２筆の１５筆。合計の

面積が２４，３４３㎡です。貸付人と借受人については記載のとおりです。

利用目的は田の賃貸借権の再設定となっております。借賃については、合計

の３６５，１４５円。期間は令和３年６月１日から令和１３年５月３１日と

なっております。続きまして、資料２４ページになります。申請番号３番。

所在は下六嘉地区。農振農用地内の田が１筆。面積が１，６３５㎡。貸付人

と借受人については記載のとおりです。利用目的は、田の賃貸借権の新規の

設定となっております。借賃については合計で２６，１６０円。期間は令和

３年５月１日から令和８年４月３０日となっております。□□委員の案件に

ついての説明は以上になります。 

（議  長）ただいま事務局より説明がございましたが、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。何も無ければ承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは承認とさせていただきます。□□委員の  

入室を許可します。 

（□□委員入室） 

□□委員の案件は承認されましたので、報告いたします。 

（□□委員）どうもありがとうございました。 

（議  長）続きまして、◇◇委員の案件を２件審議いたしますので、◇◇委員の退室を

お願いいたします。 

（◇◇委員退室） 

それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。資料の２５ページをお開きください。申請番号４番になります。◇◇

委員の案件になります。所在は上六嘉地区。農振農用地内の田が１筆で面積は

５４１㎡。貸付人と借受人は記載のとおりです。利用目的については田の賃貸

借権の再設定。借賃については、物納で１筆当り米３０kg。期間は令和３年

５月１日から令和１３年４月３０日となっております。 



（事務局長）続きまして、申請番号５番になります。所在が上島地区。農振農用地内の田

１筆。面積は１，３６７㎡。貸付人借受人は記載のとおりです。目的は田の  

賃貸借による再設定。借賃は物納で１筆当り米９０kg となっております。  

期間については令和３年５月１日から令和１３年４月３０日までとなって 

おります。◇◇委員の案件についての説明は以上になります。 

（議  長）ただいま事務局より説明がございましたが、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

（委  員）ありません。（委員一同） 

（議  長）それでは承認とさせていただきます。◇◇委員の入室を許可します。 

（◇◇委員入室） 

◇◇委員の案件は承認されましたので、報告いたします。 

（◇◇委員）どうもありがとうございました。 

（議  長）続きまして、残りの案件について、事務局より説明をお願いいたします。 

（事務局長）はい。それでは、残りの案件について申請番号順に説明をいたします。資料

は２４ページからになります。申請番号２番。所在は鯰地区。農振農用地内の

田が１筆で面積が１，２７２㎡。貸付人と借受人は記載のとおりです。目的は

田の賃貸借権の再設定となっております。借賃は合計で１９，０８０円。期間

については、令和３年５月１日から令和１３年４月３０日となっております。

続きまして、資料の２６ページを開いていただきたいと思います。申請番号 

６番。所在が下六嘉地区。農振農用地内の田が１筆で面積が１，０９３㎡と  

なっております。貸付人と借受人は記載のとおりです。目的は賃貸借権の田の

再設定で借賃については、合計金額が１８，５８１円となっております。期間

については、令和３年５月１日から令和８年４月３０日までとなっております。

続きまして、申請番号７番。所在は井寺地区。農振農用地内の田が２筆で合計

面積が３，２７９㎡。貸付人と借受人は記載のとおりです。目的は賃貸借権の

田の再設定で、借賃については合計金額の４２，１０２円となっております。

期間については、令和３年６月１日から令和８年５月３１日までとなっており

ます。続きまして、資料の２７ページになります。申請番号８番。所在は井寺

地区。農振農用地内の田が１筆で面積は１，２３２㎡。貸付人借受人は記載の

とおりです。目的は賃貸借権の田の再設定で借賃は合計金額の１５，８１８円

となっております。期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日となって

おります。続きまして、申請番号９番。所在は鯰地区。農振農用地内の田が  

２筆で合計面積が４，４１４㎡となっております。貸付人と借受人は記載の 

とおりです。目的は賃貸借権の田の再設定で借賃は合計金額の６６，２１０円

となっております。期間は令和３年５月１日から令和８年４月３０日となって

おります。 



（事務局長）続きまして、資料２８ページになります。申請番号１０番。所在は下六嘉地

区。農振農用地内の田が５筆で合計面積は６，４４２㎡。貸付人と借受人は記

載のとおりです。目的は賃貸借権の田の再設定となっております。借賃は合計

金額の１０９，５１４円。期間は令和３年６月１日から令和８年５月３１日ま

でとなっております。続きまして、資料２９ページになります。申請番号１１

番。所在は上島地区。農振地域外の畑が２筆で合計面積は３８５㎡。貸付人借

受人は記載のとおりです。目的は賃貸借権の畑の再設定で借賃については、１

筆が１筆当り１，５００円。残りの１筆が１筆当り２，０００円となっており

ます。期間については、令和３年５月１日から令和８年４月３０日までとなっ

ております。続きまして、資料の３０ページで申請番号１２番。所在は上島地

区で農振地域外の田が２筆。合計面積は１，９７１㎡となっております。貸付

人と借受人は記載のとおりです。目的は賃借権の田の新規の設定となっており

ます。借賃は合計で１９，７１０円。期間は令和３年６月１日から令和１３年

５月 ３１日までとなっております。事務局からの説明は以上でございます。 

（議  長）ただいま事務局より説明がございましたが、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。何も無ければ承認でよろしいでしょうか。 

（委  員）はい。（委員一同） 

（議  長）ありがとうございます。それでは承認とさせていただきます。 

 

○議案第４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

（議  長）続きまして、議案第４号になります。資料３２ページをお願いします。農業

委員会の法令遵守の申し合わせ議決になります。農業委員会は、「法により、

公正・公平な職務に努めなければなりません」注意喚起のため、代表して、

わたくしが朗読をいたします。「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議。 

私たち農業委員は、農業者の公的な代表機関である農業委員会組織の一員と

して、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する  

責務(せきむ)を負っている。特に、農地制度に基づく許認可に係る事務に  

ついては、個人情報に接することも多く、公平・公正な運用はもちろんの  

こと、個人情報保護も徹底しなければならない。私たち農業委員は、高い  

倫理観を持ち、法令遵守を徹底するため、下記事項についてここに申し   

合わせ、決議する。１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、

法令に則り適正に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の

議事参与の制限、同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会

の議事の公正さを確保すること。２．農業委員としての高い倫理観を維持し、

法令遵守を徹底するための研修等を実施すること。令和３年４月１２日嘉島

町農業委員会」以上でございます。 



（議  長）本日、提案されました案件は全て終了しました。ありがとうございました。

その他になりますが、事務局から何かございませんでしょうか。 

（事 務 局）ありません。 

（議  長）それでは、来月の農業委員会の総会は５月の１０日です。月曜日９時半から

です。よろしくお願いいたします。これをもちまして、本日の農業委員会を

閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

前記のとおり会議次第を記録し、これを証するため署名する。 

 

令和３年４月１２日 

                       会長  下 田   司  

                       委員  髙 木 勝 美  

                       委員  岡   牧 生  

          


